
地域密着型通所介護・通所型サービス 

重要事項説明書 
＜令和 7年 1月 20日現在＞ 

1 デイサービスセンター こまばの概要 

（１）提供できるサービスの種類と地域 

名 称 デイサービスセンター こまば 

所 在 地 釧路市駒場町 3番 29号 

介護保険指定番号 0174142109 

サービスを提供する 

対象地域＊ 
釧路市内（阿寒町・音別町を除く） 

 

（２）事業所の職員体制 

役 職 職 務 内 容 人 数 

管 理 者 

1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状

況の把握その他の管理を一元的に行います。 

2 従業者に、法令等の規程を遵守させるため必要な指揮

命令を行います。 

3 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境

を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するため

の具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を

作成するとともに利用者等への説明を行い、同意を得ま

す。 

4 利用者へ通所介護計画を交付します。 

（指定通所介護の実施状況の把握及び通所介護計画の変

更を行います。） 

1名 

生活相談員 

1 利用者がその有する能力に応じた自立した日常生活

を営む事ができるよう、生活指導及び入浴、排せつ、食事

等の介護に関する相談及び援助などを行います。 

2 それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサ

ービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。 

1名 

以上 

看 護 師 

准 看 護 師 

機能訓練指導員 

1 サービス提供の前後及び提供中の利用者の心身の状

況等の把握を行います。 

2 利用者の静養のための必要な措置を行います。利用者

の病状が急変した場合等に、利用者の主治医等の指示を受

1名 

以上 



けて、必要な看護を行います。 

3 通所介護計画に基づき、その利用者が可能な限りその

居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるよう、機能訓練を行います。 

介 護 職 員 
1 通所介護計画に基づき、必要な日常生活上の支援及び

介護を行います。 

2名 

以上 

 

（３）事業所の設備の概要 

定 員 10名 静 養 室 1室 1床 

食堂兼機能訓練室 1室 92.128 ㎡ 相 談 室 1室 

浴 室 特殊浴槽含む 3室 送 迎 車 1台 

 

（４）営業時間 

月曜日 ～ 金曜日 午前 9時 ～ 午後 4時 30分 

土曜日・日曜日 定休（祝日を含む） 

※事業所が都合により特定した日（その場合は 1ヶ月前に文書にてご通知致します。） 

 

2 サービス内容 

①送迎 ②健康チェック ③入浴 ④機能訓練 ⑤食事 

⑥レクレーション ⑦生活相談  

 

  

3 料金 

（１）利用料金 ＊収入に応じて 2割負担の場合もあります。 

①地域密着型通所介護・通所型サービス利用料 

（7 時間以上 8時間未満の場合 

1回につき） 
1単位＝10円 

 
1日あたりの利用

単位数 

介護保険適用時の 1回あたりの自己負担料 

1割           2割  

要 支 援 1 1789（定額） 1789  （定   額）  3578 

要 支 援 2 3621（定額） 3621  （定   額）  7242 

要介護度 1 753 753           1506 

要介護度 2 890 890           1720 

要介護度 3 1032 1032                     2064 

要介護度 4 1172 1172                     2344 

要介護度 5 1312 1312                     2624 

 



3時間以上 4時間未満の場合  1単位＝10円 

 
1日あたりの利用

単位数 

介護保険適用時の 1回あたりの利用料 

1割           2割  

要介護度 1 416 416           832 

要介護度 2 478 478           956 

要介護度 3 540  540           1080 

要介護度 4 600  600           1200 

要介護度 5 663  663           1326 

 

②加算対象サービスの利用料 

  
1 回あたりの 

利用単位 

介護保険適用時

の 

1 回あたりの単

位 

実施状況 

（○･☓） 

入 浴 加 算（Ⅰ） 
計画を作成し入浴

介助を行った場合 
40 40 ○ 

介護職員処遇改善加算

（Ⅱ） 

加算や減算を反映させた１ヵ月間の利用料に 9.0％を掛

けた金額を加算 
○ 

個別機能訓練加算（Ⅰ）

イ 

生活機能の維持・

向上を図ることを

目的とする訓練 

56 56 ○ 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 

内容を厚生労働省

に提出し、フィー

ドバックを受けて

いる 

20（月額） 20（月額） ○ 

サービス提供体制加算 

（Ⅱ） 

介 護 福 祉 士 が

50％以上配置され

ている 

18 18 ○ 

ADL 維持加算（Ⅰ） 

Barthel Index を

６か月ごとに測定

した際の加算 

30 30 ○ 

科学的介護推進体制加

算 

利用者データ提

出、フィードバッ

クに基づくケアプ

ランや計画への反

映した際の加算 

40（月額） 40（月額） ○ 



 

③加算対象サービス＜通所型サービス加算費＞ 

運動機能向上加算 
機能訓練指導員によ

る計画に基づき実施 
225 225 ○ 

サービス提供体制加算 

（Ⅰ）イ 

 

（Ⅰ）ロ 

介護福祉士が 50％

以上配置されている 

 

介護福祉士 40%以上

配置されている 

要支援１ 72 

要支援２ 144 

 

要支援１ 48 

要支援２ 96 

72 

144 

 

48 

96 

 

 

  ○ 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
加算や減算を反映させた１ヵ月間の利用料に 9.0％を掛けた金

額を加算 
○ 

＊サービス付き高齢者向け住宅こまばに入居し通所介護を利用する方は、以下のとおり

利用料金より減算されます。 

要介護 1～5  94単位/日  要支援 1   376単位/月  要支援 2   752単位/月 

 

④食事に関する費用 

1回あたり 630円（全額自己負担） 昼食代・お茶等飲み物 

おやつ代 170円（全額自己負担）  

 

⑤交通費 

上記 1（1）のサービスを提供する地域に 

お住まいの方 

無料 

上記 1（1）のサービスを提供する地域 

以外にお住まいの方 

事業の実施地域を越えた地点から 

1キロメートル毎 100円 

  

⑥その他 

おむつ代 購入費に係わる実費相当 

 

【支払い方法】 

毎月、10日迄に前月分の請求をいたしますので、20日迄に現金払い又は指定口座振込

にてお支払い又はご利用者指定口座からの引落といたします。 

 金 融 機 関 名 北洋銀行  支 店 新橋大通 

口  座  名 ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者住宅こまば代表 佐藤 安教 

口 座 番 号 ３３５４３６２ 

 

 



4 サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

まずは、お電話などでお申込みください。当事業所職員がお伺いいたします。 

通所介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 

＊居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談く

ださい。 

（２）サービスの終了 

①利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の 1週間前までに文書でお申し出ください。 

②当社の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合が

ございます。その場合は、終了 1ヶ月前までに文書で通知いたします。 

③自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

1.利用者が介護保険施設に入所した場合 

2.介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自

立）と認定された場合 ＊この場合、条件を変更して再度契約することができ

ます。 

3.利用者がお亡くなりになった場合 

④その他 

1.当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、

利用者のご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当

社が破産した場合、利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービ

スを終了することができます。 

2.利用者が、サービス利用料金の支払いを 1 ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう

催告したにもかかわらず 10日以内に支払われない場合、利用者が正当な理由な

くサービスの中止をしばしば繰り返した場合、利用者が入院もしくは病気など

により、3ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らか

になった場合、または利用者やご家族が当事業所や当事業所のサービス従業者

または他の利用者に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合

は、文書で通知することにより、即座に契約を終了させていただく場合がござ

います。 

 

5 事業所のデイサービスの特徴等 

（１）運営の方針 

少人数で落ち着いた家庭的な雰囲気の中、ご家庭での習慣がとぎれることなく、利用



者個人々々に応じたサービス提供をさせていただきます。 

（２）サービス利用のために 

事 項 有 無 備 考 

男 性 介 護 職 員 の 有 無 有  

時 間 延 長 の 可 否 ×  

従業員への研修の実施 有 各種研修会への参加及び勉強会の開催 

（３）サービス利用にあたっての留意事項 

・サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資

格、要介護 認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被

保険者の住所などに 変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。  

・ 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当

該申請が行 われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対し

て行われていない等 の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新

の申請が、遅くとも利用者が 受けている要介護認定の有効期間が終了する 30 日前

にはなされるよう、必要な援助を行う ものとします。  

・ 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画（ケアプラン）」

に基づき、 利用者及び家族の意向を踏まえて、｢通所介護計画｣を作成します。なお、

作成した「通所介 護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、

ご確認いただくようお願い します (4) サービス提供は「通所介護計画｣に基づいて

行います。なお、「通所介護計画」は、利用者等 の心身の状況や意向などの変化に

より、必要に応じて変更することができます。 

・ 地域密着型通所介護従業者に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、

すべて当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意

向に充分な配慮を 行います。 

 

６ 虐待の防止について  

 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に

掲げると おり必要な措置を講じます。  

(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。  

                  虐待防止に関する担当者 佐藤友香  

(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従

業者に周知 徹底を図っています。  

(3) 虐待防止のための指針の整備をし定期的な研修を実施しています。 

(4) サービス提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報します。  

 



７ 身体拘束について  

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等

のおそれが ある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこ

とが考えられるとき は、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留

意して、必要最小限の範囲内 で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った

日時、理由及び態様等についての記録 を行います。また事業者として、身体拘束をな

くしていくための取り組みを積極的に行います。  

(1) 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身

体に危険が 及ぶことが考えられる場合に限ります。  

(2) 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険

が及ぶこと を防止することができない場合に限ります。  

(3) 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなく

なった場合 は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

8 秘密の保持について 

 ①利用者及びその家族に関する秘密 の保持について 

１）事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人 情報の保護に関する

法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切

な取扱いのた めのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

２）事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」）は、サービス提供をする上

で知り得た利用者又はその家族 の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。  

３）秘密保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 

４）事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族 の秘密を保持させる

ため、従業者である期間及び従業者で なくなった後においても、その秘密を保持す

るべき旨を、 従業者との雇用契約の内容とします。 

 

② 個人情報の保護について 

１）事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サー ビス担当者会議等にお

いて、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、

予め文書 で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家 族の個人情報を

用いません。 

２） 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれ る記録物（紙による

ものの他、電磁的記録を含む。）につ いては、善良な管理者の注意をもって管理し、

また処分の 際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

３） 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じて その内容を開示する

こととし、開示の結果、情報の訂正、 追加または削除を求められた場合は、遅滞な



く調査を行 い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものと します。(開

示に際して複写料などが必要な場合は利用者 の負担となります。 

 

9 緊急時の対応方法 

サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、

救急隊、ご家族、介護支援専門員等へ連絡をいたします。 

 

10 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、

利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置

を講じます。 また、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供又は送迎により賠償

すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

11 心身の状況の把握  

指定地域密着型通所介護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービ

ス担当者 会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療

サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

12 居宅介護支援事業者等との連携  

① 指定地域密着型通所介護の提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービ

スまたは福 祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

② サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「通所介護計画」

の写しを、 利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。  

③ サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その

内容を記し た書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。  

 

13 サービス提供の記録  

① 指定地域密着型通所介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その

記録はサー ビスを提供した日から 5 年間保存します。 

② 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を

請求する ことができます。 

 

14 非常災害対策  

① 事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取

り組みを 行います。  

② 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制



を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。  

③ 定期的に避難、救出その他必要な訓練を毎年２回行います。 

 

15 衛生管理等 

(1) 職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を

講じます。  

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を

おおむ ね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹

底しています。 

②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。  

③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実

施します。 

 

16 業務継続計画の策定等について  

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する地域密着型通所介護の提供を

継続的に 実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業

務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。  

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実 施します。  

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

 

17 地域との連携について  

① 運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地

域との交流に努めます。  

② 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の

代表者、 本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介

護について知見 を有する者等により構成される協議会（以下、この項において「運営

推進会議」と言います。） を設置し、おおむね６月に１回以上運営推進会議を開催し

ます。  

③ 運営推進会議に活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運

営推進会 議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けます。また、報告・評価・要望・

助言等につい ての記録を作成し、公表します。 

 



18 サービス内容に関する苦情 

１）体制 

①当事業所における苦情・相談 

担 当 佐藤 友香 電話：0154-31-0070 

②その他 

当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

自 治 体 名 釧路市介護高齢課 北海道国民健康保険団体連合会 

電 話 電話：0154-31-4598 電話：011-231-5175 

 

 ２）苦情発生時の対応と方法 

   苦情・相談窓口担当者が利用者及びそのご家族からの苦情・相談を受け付け、そ

の内容を十分に聴き、内容を確認したうえでその段階で解決・返答できると判断さ

れるものはその場で解決返答いたします。 

その場で解決できない場合は、処理保留壽、苦情解決責任者と協議し解決・返答

します。 

事業所内で解決が困難な場合第三者立会いの下、当該苦情申し立て者との話し合

いを行い解決します。 

苦情・相談に関する解決の経過及び結果については、解決・改善策を明確にし、

利用者及びご家族へ報告します。 

解決後においても様子観察と記録を行い、経過を見守ります。 

 

19 サービスの第三者評価の実施状況について  

 当事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、運営推進会議を活用し外

部評価機関による評価（第三者評価）を受けたものとみなしています。 

 

第三者評価の実施 なし 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  

 

 

20 当社の概要 

名 称 ・ 法 人 種 別 株式会社カインド 

代 表 者 役 職 ・ 氏 名 代表取締役 佐藤 安教 

本部所在地・電話番号 釧路市豊川町 10番 2号 電話：0154-31-0086 

 



21 通所介護サービス内容の見積もりについて 

このサービス内容の見積もりは、あなたの居宅サービス計画に沿って、事前にお伺い

した日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。 

 

【1 回あたりの利用料金（見積もり）】 

利用料金 入浴した場合 サービス提供加算 食事提供（保険外） 利用料金 利用者負担額 

      

 

【1 ヶ月あたりの利用料金（見積もり）】 

1回あたりの利用料金 1ヶ月あたりの利用回数 1ヶ月あたりの利用者負担額 

   

  

 

 

 

上記の契約を証するため、本書 2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各 1

通を保有するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

 

地域密着型通所介護・通所型サービスの提供の開始に際し、契約書及び本書面で重要

事項の説明を行いました。 

事業所 

所在地 釧路市駒場町 3番 29号 

名 称 デイサービスセンター こまば 

説明者 管 理 者 佐藤 友香 印 

 

私は、重要事項の説明及び、個人情報の使用内容に同意し、本契約書への記名、捺印

をもって本契約を締結いたします。 

                               

    住  所                   

（甲）ご利用者 

        氏  名                  印 

  

 

          住  所                   

  代 理 人         

          氏  名                  印 

           

本人との関係      

 

          電話番号         FAX        

           

 〒085-0048             

住  所 釧路市駒場町 3番 29号        

  （乙）事 業 者     

          名  称 デイサービスセンター こまば     

          代 表 者 株式会社 カインド 

               代表取締役 佐藤 安教      印 

           

          説 明 者 管 理 者 佐藤 友香        

  

          電話番号（0154）31-0070 FAX（0154）31-0082                          

契約締結日 令和  年  月  日 


